
第 4号 議案

平成 21年 度東京都台東区老人保健医療会計補正予算 (第 2回 )

平成 21年 度東京都合東区の老人保健医療会計補正予算 (第 2回 )は 、次に

定めるところによる。

(歳 入歳出予算の補正 )

第 1条  歳入歳出予算の総額か ら、歳入歳出それぞれ 59, 834千 円を減額

し、歳入歳出予算の総額 を、歳入歳出それぞれ 389,448千 円と定める。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分 ごとの金額並びに補正後の

歳入歳 出予算の総額 は、「第 1表  歳入歳 出予算補正」 による。

平成 22年 2月 5日 提出

東京都台東区長  吉 住   弘
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第 1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補正前の額 補 正 額 計

支払基金交

付金

48,987 ∠ゝ 46,081 2,906

l支払基金交

付金

48,987 ∠ゝ 46,081 2,906

4繰入金 31,277 ∠ヽ 13,753 17.524

1-般 会計繰

入金

31.277 ∠ゝ13,753 17,524

歳 入 合 計 449,282 ∠ゝ 59,834 389,448

(単位 :千 円)

(単位 :千 円)歳  出

款 項 補正前の額 補 正 額 計

1医療諸費 80,997 ∠ゝ 59,834 21,163

1医療諸費 80,997 ∠ゝ 59,834 21,163

歳 出 合 計 449,282 ∠ゝ 59,834 389,448
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